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「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づく取組状況

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と「お客様本位の業務運営に関する取組状況」
との関係性について

2024年度

ユーミーＬＡ少額短期保険株式会社は、「お客様本位の業務運営の方針」に基づく主な取り組み状況

を方針に沿って下記の通りお知らせします。

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」と、当社「お客様本位の

業務運営に関する取組状況」との関係性は下記の通りです。金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダ

クトガバナンスに関する補充原則」の詳細については、金融庁ホームページにてご確認ください。

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」 「お客様本位の業務運営に関する取組状況」

原則２ 方針１に関する取組状況

原則３ 方針２に関する取組状況

原則５ 方針３に関する取組状況

原則６ 方針４に関する取組状況

原則７ 方針５に関する取組状況

原則４、原則５（注２）（注４）、原則６（注１）～（注4）、（注６）～（注７）および補充原則
は、当社の商品、サービスの取り扱いがない、もしくは取引形態上該当しないため、方針の対象と
しておりません。
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１．契約保有件数

当社は、契約保有件数と、お客様満足度調査により、お客様本位の業務運営の定着度合いを評価する総合指
標（KPI）としています。2024年度末実績は下記の通りです。
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　方針１ 「お客さま第一」にお客様の声を意識し、お客様の最善の利益を追及します。　

方針１に関する取組状況

多くのお客様からご支持をいただき、2025年3月末(2024年度)においての契約保有件数が52.5万件となりま
した。
今後も、お客さま一人ひとりを大切にし、「お客さまから選ばれ支持される会社」として成長し続けるため、
「顧客本位の業務運営」をさらに推進してまいります。

大変満足
42.2％

やや不満
9.6％

満足
48.1％

２．お客様満足度調査

お客様のご意見・ご要望をお聞きする取り組みとして、一定の期間においてアンケート調査を実施していま
す。2024年度にご回答いただいた結果については、90.3%のお客様から「大変満足～満足」と評価していた
だきました。残念ながら、9.6％のお客様には「やや不満」とご回答をいただきました。お客様からの評価・
ご意見を真摯に受け止め、改善を図ってまいります。
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３．アンケート調査による現状の把握

担当者の対応

大変満足
61.1％

やや不満
2.2％

満足
36.7％

手続の分かりやすさ

とても
分かりやすかった
36.3％

やや
分かりにくかった
4.4％

分かりやすかった
59.3％

保険金支払いの迅速さ

とても早い
26.7％

やや遅い
22.2％

早い
51.1％

一定の期間においてアンケート調査にて、サービス提供についての現状把握をしています。2024年度にご回
答いただいた結果については、多くのお客様から「大変満足～満足」と評価していただきました。しかし、手
続きの迅速さ、保険金支払いの迅速さにおいて22.2％のお客様から「やや不満」との評価をいただいており
ます。当社はこの評価・ご意見を真摯に受け止め、改善を図ってまいります。

手続きの迅速さ

大変満足
28.9％

やや不満
22.2％

満足
48.9％
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４．凍結事故予防に関する取り組み

      
寒波により水道管の凍結、給湯器の故障などが多く発生いたします。当社は、お客様の快適な住環境をサポートす
べく、凍結に関する注意喚起の取り組みを行っています。今年度も水道管等の凍結が危惧される地域を限定して、
ご契約者様へショートメールサービスを利用した注意喚起を実施いたしました。
　　
　
　　　　　　実施日/実施数：2024年12月25日/対象10県、総数19,445通
　　

　



　方針2 　利益相反の適切な管理に努めます。

方針２に関する取組状況

４

1.お客様の利益と当社および当社グループ会社の利益とが相反するおそれのある取引
2.お客様の利益が当社および当社グループ会社の他のお客様の不利益となるおそれのある取引
3.当社および当社グループ会社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引

当社は、以下の方針に基づき、部門間または当社グループ会社が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に
害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。

当社は、対象取引について、それぞれの事案に応じ、以下の各号の一つまたは複数の方法を組み合わせる等
の対応を行うことにより、お客様の利益を適正に保護し、対象取引を適切に管理します。

1.部門の分離
2.取引条件または方法の変更
3.一方の取引の中止
4.利益相反事実のお客様への開示

当社は、利益相反管理が適切になされるよう、営業部門から独立した利益相反管理統括部署の設置および責任
者の配置を行い、当社および当社グループ会社が行うお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引の情報
を集約するとともに、対象取引の特定・類型化および管理を一元的に行います。 また、これらの管理体制を継
続的に評価・検証し、新規の業務活動や、法令等改正等に対しても的確に対応してまいります。

当社は「お客様本位」の立場に立って、お客さまの利益を不当に害することとならないよう、利益相反を適切に管
理いたします。

１．利益相反取引等

２．管理方法

３．管理体制



　方針3 　お客様へ重要な契約情報をわかりやすく適切にお伝えします。　

方針３に関する取組状況

賃貸住宅におけるよくある事故を未然に防ぎ、安全・安心な住環境の維持にお役立ていただけることを目的とし
て、注意喚起チラシをホームページ上に公開いたしました。
これまで本チラシは代理店を通じてお客様にお渡しする資料として代理店へ提供しておりましたが、賃貸契約時
は書類が多く、見落としの可能性もあることから、いつでもご確認いただけるようWeb上での閲覧が可能な形式
に変更いたしました。

また、より多くの方にご利用いただけるよう、日本語のほか、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語にも対応し
ています。

URL:　https://ym-la.you-me.co.jp/siryou

　　　　　　　　ホームページ上アイコン

お客様からのご要望やお問い合わせを承る「お客様サービスデスク」において、応対品質向上のため、電話応対研
修を実施いたしました。
定期的に研修を実施することにより、お客様の要望のヒアリング力、説明の分かりやすさを追求し、お客様に安心
を提供し信頼できる保険会社を目指し続けます。

当社は、お客さまがニーズに合った商品を選び、安心と満足を実感いただけるよう、適切な保険募集及び契約
管理を行ってまいります。また、お客様へ重要な契約情報を分かりやすく適切にお伝えすべく、下記の取り組
みを実施し、継続的に実行しています。

１．電話対応に関する取り組み

５

２．事故防止に関する取り組み

初めて賃貸住宅に住む方向け（日本語版）　　　　　　　凍結対策と凍結時の対応について（英語版）



　方針4 　お客様に寄り添った商品・サービスの提供を行います。

お客さまを取り巻く様々なリスクや、当社の商品のラインナップ、各商品の補償内容等の知識を、代理店が習
得できるよう教育や資料の提供等を行っています。
2023年度においては、訪問またはWEB会議ツールを活用し、代理店との情報連携、指導に努めております。

方針４に関する取組状況

１．代理店への教育・指導・サポート

当社は、商品・サービスの提案や情報提供等の業務を、主に代理店を通じて行っています。このため、代理店
への委託にあたっては、質の高い業務を行うための体制の整備状況等、当社が求める水準に照らしてその適否
を判断することとしています。

２．お客さまをサポートするためのノウハウ向上の取り組み

お客さまのニーズに適した商品の提案・説明、事故への対応をはじめとするご契約後のアフターフォロー等、
代理店がお客さまをサポートするためのノウハウについて、研修等を通じ、その向上に取り組んでいます。
また、お客様からのお問い合わせ内容を記録し、代理店の説明不足が要因と考えられる事案に関しては、当社
全体の議題として解決策を協議し、代理店教育に生かしています。
さらに、代理店からもお客さまのニーズやご要望を継続的にヒアリングできる体制を整え、実際の販売現場で
得られた情報を商品や業務運営の改善に反映するよう努めています。

６

　方針5 　役職員に対する適切な動機付けの枠組み、ガバナンス体制を整備します。

方針５に関する取組状況

２．社員による事故対応状況の共有と指導

当社では、事故対応や保険金の支払い状況について、担当部署のみの業務とせず、社員全員が保険金のお支
払い状況についての把握をすべく、共有体制を整備しています。（月１回）
特に大きな被害に遭われたお客様の事案に関しては、その事案について再発防止策等を検討し、代理店指導
に生かすとともに、お客さまから選ばれ支持される会社になるべく、商品改定協議の機会としています。

１．お客様の声、苦情の共有と指導

当社では、お客様から寄せられたご要望や苦情について、社員全員がその内容や状況を把握できるよう、月
1回の頻度で共有体制を整備しています。
 これらのご意見・ご要望には、当社に直接お寄せいただいたものだけでなく、当社の外部委託先や代理店に
寄せられたものも含まれており、いずれも同様に重要な情報として取り扱っています。
 特に苦情に関しては、事案ごとに再発防止策を検討し、代理店指導に反映させるとともに、お客様から選ば
れ、支持される会社となることを目指して、保険業務の運用見直し・改定に活かしています。


